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https://www.soumu.go.jp/form/common/agencyinfo_form.html

携帯電話販売代理店に関する情報提供窓口 1

2021年９年10日、総務省のホームページ上に「携帯電話販売代理店に関する情報提供窓口」を開設し、販売
代理店における不適切な行為や、それを助長していると思われる電気通信事業者の評価指標等の情報を収集。

https://www.soumu.go.jp/form/common/agencyinfo_form.html


寄せられた情報の属性及び関係する販売代理店の所在地 2

 2021年9月10日（開設日）～2022年2月24日に寄せられた情報は690件。うち 「(1)「適合性の原則」
に関する情報は128件。
 販売代理店の所在地は、関東（44％）、近畿（15％）、東海（12％）の順に多い。

（２）「通信料金と端末代金
の完全分離」関係

389件

（３）その他
173件

(1)北海道 14 2%
(2)東北 59 9%
(3)関東 301 44%
(4)信越 10 1%
(5)北陸 10 1%
(6)東海 86 12%
(7)近畿 106 15%
(8)中国 36 5%
(9)四国 19 3%
(10)九州 33 5%
(11)沖縄 4 1%
無回答 12 2%

１. 情報属性 ２. 販売代理店所在地

（１）「適合性の原則」関係
128件



寄せられた情報の例（抜粋。一部コメント加工有）

・キャリアから代理店に対し、オプション等の加入率が評価指標が設定されている。この指標

が不十分だと、キャリアから代理店に指導が入り、インセンティブを決める指標が下がるた

め、利用者ニーズに合わないオプション等を案内するしかない。

・家族（高齢者）が、出張店舗で、携帯を無料で新しくするとだけ言われたとのことで機種変

更をしてきた。持ち帰ったのは新しい機体と薄い冊子だけで、契約書の控えや、販売店が分

かるものがなかった。後日、キャリアに確認したところ、料金が２倍以上になっていること

が分かったが、料金増等の説明はなかった。キャリアは、高齢者が店舗来訪する場合には家

族同伴を注意喚起しているのに、出張店舗ではお構い無しなのか。

・キャリアから求められるポートイン評価指標が高くなっている。達成しないとショップに入

る支援費が減ってしまう。ショップの運営を継続するには、利用者ニーズを逸脱した提案を

せざるを得ない。
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 「(1)「適合性の原則」関係で寄せられた情報の例は、次のとおり。
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